
本資料作成にあたり、参考としたデータは、下記のとおりです。 （都市の類型について）
１（人口）　各市ホームページ掲載の統計資料等 （指）
２（特別職・議員等の報酬等月額）　地方行財政調査会調査「都市の特別職・議員報酬等調べ（平成20年4月1日現在）」 （中）
３（政務調査費）　地方行財政調査会調査「市区議会における政務調査費に関する調べ（20年4月1日現在）」及び各市ホームページ （Ⅵ）
４（議員定数）　全国市議会議長会調査「市議会議員定数に関する調査結果（平成18年12月31日現在）」及び各市議会ホームページ （Ⅴ）
［対象都市の選定について］上記 ２ の調査に回答した市のみとし、政令指定都市及び中核市については、関東圏内に限定しています。 （Ⅳ）

市長 副市長 収入役 議長 副議長 議員

さいたま市 指 1,207,184 1,243,000 977,000 977,000 873,000 807,000 64 64

千葉市 指 943,568 1,190,000 960,000 930,000 840,000 770,000 64 54

横浜市 指 3,643,641 1,466,500 1,179,000 1,200,000 1,080,000 970,000 96 92

川崎市 指 1,385,003 1,250,000 990,000 1,030,000 920,000 830,000 72 63

宇都宮市 中 508,114 1,180,000 960,000 800,000 710,000 670,000 56 50

川越市 中 335,486 1,073,000 896,000 801,000 641,000 588,000 576,000 46 40

船橋市 中 589,307 1,076,000 818,000 692,000 759,000 686,000 613,000 56 50

柏市 中 391,210 955,000 785,000 663,000 593,000 573,000 46 36

横須賀市 中 422,572 1,145,000 974,000 762,000 697,000 662,000 46 43

相模原市 中 707,976 1,142,000 935,000 779,000 713,000 670,000 56 46
現在52
（編入合併特例
定数）

川口市 Ⅵ 508,363 1,146,000 942,000 728,000 664,000 621,000 56 40

松戸市 Ⅵ 485,470 1,050,000 860,000 720,000 660,000 590,000 46 46

町田市 Ⅵ 418,232 1,060,000 900,000 810,000 640,000 580,000 550,000 46 36

枚方市 Ⅵ 406,227 1,080,000 940,000 766,000 727,000 669,000 46 34

尼崎市 Ⅵ 460,956 1,177,000 942,000 797,000 717,000 640,000 46 45

前橋市 Ⅴ 323,420 1,125,000 900,000 655,000 620,000 585,000 46 40
現在46
（編入合併特例
定数）

高崎市 Ⅴ 346,318
(H20.4.1)

1,100,000 880,000 635,000 605,000 570,000 46 45

所沢市 Ⅴ 340,901 1,080,000 920,000 660,000 580,000 560,000 46 36

越谷市 Ⅴ 321,166 1,003,000 841,000 746,000 588,000 529,000 515,000 46 32

藤沢市 Ⅴ 404,239 1,064,000 893,000 690,000 610,000 565,000 46 36

一宮市 Ⅴ 383,334 1,040,000 855,000 614,000 564,000 524,000 46 40 現在44

大津市 Ⅴ 333,392 1,100,000 889,000 785,000 700,000 651,000 600,000 46 40

吹田市 Ⅴ 352,147 1,050,000 920,000 740,000 700,000 650,000 46 36

那覇市 Ⅴ
315,942
(H20.4.1)

1,088,000 893,000 696,000 628,000 588,000 46 40 現在43

中核市
政令指定都市

20万～30万人市

3万円（議員）

30万～40万人市
40万人以上市

10万円(会派(所属議員
が1人の場合を含む))

年額100万円(会派)

年額84万円（議員）

11万円×所属議員数
（会派）
7万円(会派および議
員)
※会派所属議員につい
ては会派支給/議員支
給の選択制

4万円×所属議員数
（会派）
4万円（議員）

10万7千円(会派(一人
会派含む))

5万円×所属議員数
（会派）
5万円（議員）

6万円(会派)

7万円(議員)

15万円×所属議員数
(会派）
15万円（議員)

8万円(会派3万円＋議
員5万円)
139,000円(会派または
議員)
10万円(会派または会
派に所属しない議員)

(会派所属議員)
会派交付分(18万円以内
で会派が申し出た額)
議員交付分(18万円から
会派が申し出た額を差引
いた額)
(会派無所属議員)　18万
円

45万円(会派45万円/会
派5万円＋議員40万円
の選択制)

12万円(会派(1人会派
含む))
8万円(会派)

8万円(会派または議
員)

条例
定数

34万円(会派または無
会派議員)
30万円(会派5万円＋議
員25万円または会派30
万円)

55万円(会派交付･議員
交付の選択制)

備考

7万円(会派)

［資料］　特別職の給料・議員報酬等・政務調査費・議員定数比較表

４
議員定数２

給料・報酬月額（円）

※平成20年４月１日現在
※空欄部分は、不在

都市名
類
型

１
人口（人）

※平成20年
5月1日現在

　　　　　３
政務調査費の交付額(議
員1人当たりの月額と、
会派交付分･議員交付分
の内訳)

地方自治法
(法定上限数・
第91条)
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市長 副市長 収入役 議長 副議長 議員

条例
定数

備考

４
議員定数２

給料・報酬月額（円）

※平成20年４月１日現在
※空欄部分は、不在

都市名
類
型

１
人口（人）

※平成20年
5月1日現在

　　　　　３
政務調査費の交付額(議
員1人当たりの月額と、
会派交付分･議員交付分
の内訳)

地方自治法
(法定上限数・
第91条)

八戸市 Ⅳ 245,090 1,135,000 915,000 671,000 612,000 583,000 38 36

山形市 Ⅳ 254,724 1,200,000 950,000 770,000 720,000 670,000 38 35

福島市 Ⅳ 288,602 1,080,000 892,400 807,500 703,000 655,500 617,500 38 38

水戸市 Ⅳ 263,487 1,075,000 885,000 700,000 630,000 590,000 38 30

日立市 Ⅳ 195,287 1,030,000 855,000 615,000 550,000 510,000 34 30

市原市 Ⅳ 280,131 998,000 821,000 648,000 581,000 562,000 38 36

平塚市 Ⅳ 260,241 997,000 829,000 615,000 540,000 502,000 38 30

厚木市 Ⅳ 225,732 958,000 780,000 566,000 490,000 452,000 38 28

福井市 Ⅳ 270,687 1,058,000 874,000 740,000 670,000 630,000 38 32 現在36

松本市 Ⅳ 228,220 1,054,000 865,000 634,000 568,000 510,000 38 34
現在39
（編入合併特例
定数）

沼津市 Ⅳ 209,294 1,005,000 800,000 600,000 537,000 493,000 38 34

富士市 Ⅳ 244,163 1,000,000 810,000 630,000 565,000 500,000 38 36

春日井市 Ⅳ 305,980 1,018,500 850,600 632,000 571,000 525,000 38 36

津市 Ⅳ 283,589 1,130,000 870,000 670,000 610,000 550,000 38 38

呉市 Ⅳ 248,102 1,034,000 860,000 660,000 600,000 550,000 38 38

徳島市 Ⅳ 265,248 1,118,000
896,000

(844,000)
714,000 647,000 606,000 38 34

佐賀市 Ⅳ 237,518 1,049,000 828,000 699,000 613,000 559,000 38 38
現在44
（編入合併特例
定数）

佐世保市 Ⅳ 253,874 1,058,000 873,000 662,000 602,000 563,000 38 36

5万円(会派(会派に準
ずるクラブ等を含む))
※会派:3人以上の所属
議員を有する団体

37,500円(一人会派を
含む会派)

45,000円(会派または
無会派議員)
11万円×所属議員数
（会派）
5万円(議員)

6万円×所属議員数
（会派）

4万円(会派(所属議員
が1人の場合を含む))

8万円(会派)

5万円(会派(1人会派を
含む))

3万円×所属議員数
（会派）
4万円（会派または無
会派議員）
※条例本則では5万円と
しているが、厳しい財政
状況に鑑み、附則によっ
て19年度から4万円に減
額している

5万円(会派)

7万円(議員)

15万円(会派および議
員)
※会派と議員の交付額
については、会派にお
いて決定する

年額25万円(会派(所属
議員が1人の場合を含
む。))

12万円(議員)

10万円(会派に交付)

9万円×所属議員数
（会派）
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